
令和８年２月２日 

小郡市こどもの権利条例（案）に関する意見募集について 

本市のこども・子育てに関する取組を推進するうえで、こども施策の基本的な理念や方向性とな

る「小郡市こどもの権利条例」を制定するにあたり、市民の意見を募集します。 

「小郡市こどもの権利条例」とは、こどもの権利に対する正しい知識を広く周知し、家庭や学校、

地域が一体となってこどもの権利を守るための取組を行っていくために制定する条例です。 

 

対象 小郡市こどもの権利条例（案） 

意見を 

提出できる人 

市内に在住または通勤・通学をしている人 

市内に事業所がある法人・その他団体 

計画（案） 

閲覧場所 

・市役所(本館 1階総合案内) 

(月曜日～金曜日(祝日除く)の 8時 30 分～17 時) 

・あすてらす(月曜日～金曜日(祝日除く)の 8時 30 分～17 時) 

・各校区コミュニティセンター（開館日の 8時 30分～17 時） 

・生涯学習センター（開館日の 8時 30分～19 時） 

・市ホームページ 

提出方法 

◆専用フォームにて 

 https://logoform.jp/form/Xvat/1356942 

◆意見書様式にて 

【持 参】小郡市役所 子ども・健康部 こども家庭支援課 

(月曜日～金曜日(祝日除く)の 8時 30 分～17 時) 

      ※（総合保健福祉センターあすてらす内） 

【郵  送】〒838-0126 小郡市二森 1167-1 こども家庭支援課 宛 

【ファクス】0942-64-9117 

【メ ー ル】jido@city.ogori.lg.jp 

※意見書様式は、市ホームページよりダウンロードできます 

※任意の様式やメール本文での提出も可能です 

※電話での受付はできません 

記載事項 ➀氏名 ➁住所 ➂連絡先 ➃該当条文／意見 

募集期間 令和 8年 2月 2日(月曜日)～2月 15 日(日曜日) 

注意事項 

・いただいた意見に対して個別に回答はしません 

・いただいた意見書は返却しません 

・いただいた意見の概要とそれに対する考え方について、ホームページ等により一定期

間公表します 

・取得した個人情報は目的以外には使用しません 

問い合わせ先 

小郡市役所 子ども・健康部 こども家庭支援課 

〒838-0126 小郡市二森 1167-1 

電話：0942-73-9147（直通）／メール：jido@city.ogori.lg.jp 

 

（専用フォーム） 


